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――労災統計の性別分析からわかること――

₁　課題と対象

　大森（₂₀₁₂）は「職業病も含めた労働災害，あるいは，その予防を目的とする労働安全衛生を対

象とする研究において，労災補償を中心とする労働法分野を除けば，社会科学の貢献は必ずしも

明らかではない」（₃₇頁）と指摘する．特に「労災はともすれば暗黙のうちに男性の問題として受

け止められる傾向が強く，女性の労災が看過されやすい」（₃₈頁）として労働安全衛生から排除さ

れてきた女性労働について問題提起をしている．

　本稿では，この大森（₂₀₁₂）の問題提起をふまえて，これまで議論の俎上にあがることがなかっ

た労働災害（以下，労災と表記）・職業病・安全衛生とジェンダーとの関係性について論じる．

　本稿に至る背景として，以下の諸事情がある．

　 ₁点目は，経済情勢と労災の関係について分析を行うために研究を開始したことである₁）．特に

₁　課題と対象
₂　欧州の性別労災統計の考察
₃　労働安全衛生法の有効性の検討
₄　労災統計の性別分析による労働条件改善
₅　労災研究の遅れによる意図せざる「労災隠し」を防ぐために

石 井　まこと

労働災害・職業病・安全衛生とジェンダー

₁）　本稿は厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）「経済情勢等が労働災害発生動向に及
ぼす影響等に関する研究：多変量時系列解析による数理モデルの開発と検証」（₂₀₁₆⊖₁₈年度）における
研究成果の ₁つである．同研究は労災・職業病と経済情勢の関係について諸統計の変化をふまえて，そ
の関係を明らかにしていき，労災・職業病対策に資することを目的としている．しかしながら，労災・
職業病の諸統計が未整備で関係性を把握することが困難であり，今後の課題として労災・職業病データ
の整備が課題になっている．

　　 なお，本稿に先行して，人間工学を専門とする榎原毅（名古屋市立大学大学院医学研究科）は「エル
ゴノミクスからみた働く女性の安全」（₂₀₁₈年 ₅ 月₁₈日第₉₁回日本産業衛生学会）として，性別分析の活
用を主張している．本稿もこの報告から大いに示唆を受けている．
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労働市場の自由化に起因する労働者の貧困化・窮乏化と労災・職業病・安全衛生の関係を明らか

にすることである．労災・職業病についての全体像を知ることは困難であることはかねてより論

じられてきたが，課題のまま放置されている．「欧米でも同様の問題はあるのですが，その改善の

ための努力が，近年欧米で盛んになされる一方で，日本では全く動きがない」（毛利 ₂₀₁₇：₃₈）と

いう状態である₂）．

　これを一歩進めるためには，ジェンダー視点からの解明が有効であることを主張する．日本に

は EUでは当たり前の性別の労災・職業病の統計がほとんど存在していない．この結果，労災・

職業病からみた男女平等について分析することができない．辛うじて，労災・職業病のなかでは

注目されている脳・心臓疾患，精神疾患による過労死・過労自殺の労災統計では，性別の分析が

可能になっている．しかし，この統計以外で性別分析は公表されていない．そのため男女雇用機

会均等政策において，女性の労働市場への参入が促進され，₁₉₉₉年には深夜業の解禁を伴う「女

子保護規定」の緩和に伴って，安全衛生リスクが増大したことが大いに予想されるのだが，この

ことを検証する手段がない．

　 ₂点目は，性別の労災・職業病統計の問題にあわせて，労働市場の自由化に伴う雇用形態の多

様化や雇用流動化との関係についての分析が現在公表されている統計では困難なことである．非

正規雇用化や流動化と労災・職業病の関係の相関をみるための資料がなければ，これらの変化に

対応した労働安全衛生が展開されるはずもない．拙稿（石井₂₀₁₇）において，非正規雇用者が₇₀年

代以降増加の一途をたどることと，労災死傷者が逆相関し，減少していることをみたが，いかな

る説明が適切か，それを検証する術がない．

　 ₃点目は，女性の労災・職業病被災者の増加である．₂₀₁₅年発生の電通過労自殺事件をはじめ₃），

マスメディアで大々的に取り上げられている．日本の労災問題について，労働科学の分野から分

₂）　日本で最も労災・職業病を把握できる統計は各労基署からあがってくる労災届出を集計した「労働災
害発生状況報告」と実際に労災保険を支出した「労働者災害補償保険事業年報」である．しかし，この
中には近年増加傾向にある公務災害は，国家公務員災害補償法および地方公務員災害補償法により補償
され，別統計になる．また，本稿でみていくように労災保険からこぼれ落ちる漏給者は多数いると考え
られるが，推測するための資料が乏しい．なお，かつては船員が別保険であったが，₂₀₁₀年よりは労災
保険に統合されている．

₃）　この他にも女性の過労死・過労自殺は多数の事例がある．₂₀₀₈年に居酒屋チェーン・ワタミの女性社
員が過労自殺，₂₀₁₃年には NHK女性記者が過労による心不全，₂₀₁₆年には新潟市民病院の女性研修医
の過労自殺などがある．これらは労災申請されたもので，かつ認定されたものである．我々の目に触れ
るものはごく一部で，水面下には多くの過労死・過労自殺予備軍の女性が存在していると考えられる．
飯島（₂₀₁₆）は，女性たちが過酷な生活・就労環境で心身ともにボロボロになり，仕事ができなくなっ
ていることを明らかにしているが，こうした雇用形態が不安定でかつ低所得層の女性は，業務起因の心
身障害を患っても，労災保険など知らないばかりか，労働者を辞めてしまって，保険制度からも切り離
されてしまう．
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析を進めてきた藤本（₁₉₆₅）は「婦人はいろいろの特質をもっているので，労働災害にはかかりや

すい」（₄₁頁）としている．身体的な差異に加えて，家事負担も疲労度を高め，災害の危険性を高

めるとしている．しかし，実際に女性の平均災害率が低くなるのは，危険・有害労働が禁止され

ているからだとしているが，必ずしも正確とは言えない．そもそも性別統計が整備されておらず，

女性の隠れた労災は把握できない．また，藤本（₁₉₆₅）では，経験値の低い若年者や未経験者と

いった者の労災が多いことが述べられているが，過労死・過労自殺案件では若年の女性労働者の

犠牲があとをたたない．男女は平等の名のもとにともに過酷な就労条件を引き受けている．そう

であれば，災害発生率も等しくなるのだが，過労死等の統計をみる限りでは，男性に労災・職業

病が集中している．女性の労災・職業病を捕捉しきれていなことも予想できる．

　以上をふまえ，本稿では，労災・職業病・労働安全衛生をジェンダー視点から捉え直してみた

ときに女性労働者が抱えるリスクについて検討していく．

₂　欧州の性別労災統計の考察

1 ）　性別に分析可能なEUの労災統計

　日本の労災統計で性別が明らかにされているのは，過労死・過労自殺関係のものに限られる．一

方で，EU欧州委員会の統計部門である Eurostat（本部ルクセンブルク）は加盟国の多種多様な統

計データをすべての人に提供しており，労災・職業病・安全衛生統計についても容易に入手でき，

かつ統計を自由に加工し，産業別はもちろん性別・年齢別に比較考察できるホームページサイト

を持つ．

　このサイトを活用して EUの労災・職業病・安全衛生について，性別に概観しておこう．当該

サイトには加盟₂₈か国に加えて，ノルウェー，スイスの欧州内の非加盟国も含めた₃₀か国分の統

計データがある．

　₂₀₁₄年における休業 ₄日以上（ ₄  days or over）の労災（accidents at work）に該当する人数は

EU₂₈か国で₂₀₁₄年に₃₂₂.₁千人であり，うち男性が₂₂₁.₄千人，女性が₁₀₀.₇千人となっており，女

性は男性の半分ということが明らかになっている．もちろん，国別にも明らかである．EU₂₈か国

に先の ₂か国を加えた₃₀か国で最も男女比が接近しているのは，スウェーデン（男性₁₉.₆千人，女

性₁₅.₇千人）で，次いでデンマーク，ノルウェーとなり，フランスやイギリスも EUの平均を超え

て，男女の件数は接近している．一方で，ドイツは EU平均を大きく下回り，男性の労災件数が

大きく女性を上回る．以上について，Eurostatを使って，女性の休業 ₄日以上の件数について，

女性の労災件数を ₁とした時の労災件数の男女比をグラフにして比較したものが図 ₁である．

　もちろん，国際比較の場合には，各国の統計の取り方に違いがあり単純に比較することはでき

ない．また，性別の就業人口にも違いがある．しかし就業人口当たりの労働災害率（incident 
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rate）の性別で比較しても，男女比の開きはやや縮まるものの順位にあまり変化はみられない．

　さらに，労災の男女比と世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数や国

連開発計画が算出するシェンダー不平等指数とこの労災の男女比との相関をみた場合，労災の男

女比と負の相関がある．つまりジェンダー平等度の高いところほど，労災の男女比は ₁に接近し，

平等度の低いほど労災の男女比は乖離していくことが報告されている（中島・林・山田₂₀₁₇）₄）．

2 ）　EUにおける女性の労働安全衛生

　こうした性別統計が EUには存在する結果，女性の労働安全衛生に関する取り組みも進んでい

る．EUの労働安全衛生の専門機関である欧州労働安全衛生機関（EU-OSHA）には，女性の労働

安全衛生に関する報告書が多数ある．

　いくつか確認しておこう．₉₀年代に「ジェンダー主流化」（gender mainstreaming）が進む．こ

の流れをうけて，EU-OSHAでは European Agency（₂₀₀₅）「労働安全衛生におけるジェンダー主

流化」を出版する．そのなかでも興味深いデータは₂₀₀₀年の EU₁₅か国と中・東欧（CEECs: 

Central and Eastern European Countries）における性差別（discrimination）および健康リスク

（health risk）の感じ方についての調査である．

　その結果は表 ₁にある通り，EU₁₅か国（₂₀₀₀年）と中・東欧₁₀か国（₂₀₀₁年）において，差別

を経験した割合は中・東欧の女性で低くなっているが，健康リスクの認識はともに男性よりも ₈
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₄ ）　名古屋市立大学の榎原研究室の学生による分析結果であり，注 ₁で述べた「日本産業衛生学会」で発
表されている．

図 1　EUにおける休業 ₄日以上の労災件数の男女比（₂₀₁₄年）

出所）Eurostatを用いての集計．http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hsw_ph ₃ _₀₂（₂₉ Jun. ₂₀₁₈）
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ポイントほど高い．比較的男女平等が進んでいると思われる中・東欧でも労災・職業病リスクは

女性で高い．このことは国際的には半世紀前に書かれた藤本（₁₉₆₅）の論述の正しさが今でも続い

ていることの証左でもある．

表 1　欧州における性別にみた差別待遇および健康に対する意識
単位：％　 　

EU₁₅か国（₂₀₀₀年） CEECs（₂₀₀₁年）
男性 女性 男性 女性

差別待遇を受けた経験あり ₁₁.₅ ₁₆.₇ ₁₂.₆ ₁₁.₆
健康上のリスクを感じている ₆₈.₅ ₇₆.₅ ₅₄.₃ ₆₁.₈

出所 ）European Agency（₂₀₀₅：₁₀）から引用．https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
reports/mainstreaming-gender-into-occupational-safety-and-health-practice（₂₉ Jun. ₂₀₁₈）

　また，Eurostat（₂₀₁₈）において，図 ₂にあるように₂₀₁₆年の健康意識調査では，男性よりも女

性の方が健康状態を悪く感じる割合が高く，学歴や収入の低さは健康評価を下げていることを示

している．特に女性間の格差が大きい．その格差は，収入では男性内の低所得と高所得の格差が

₁₆pp（パーセント・ポイント）に対し女性は₁₉pp，学歴では男性内の初等・中等教育と高等教育の

格差が₁₈ppに対し，女性は₂₉ppにも達する．こうした女性の方で健康意識が低くなるにもかか

わらず，女性の労災・職業病の出現率は男性より低い国がほとんどであり，収入や学歴が影響し

ていることを示している．

　これらについて，European Agency（₂₀₁₃：₂₇⊖₂₈）は重要かつ興味深い指摘を行っている．

　第一に，男性は年齢とともに労災・職業病の発生頻度が低下するが，女性は年齢に関係ない．男

性の場合，労災・職業病の発生頻度が高い産業で多く働くことが原因の ₁つと数えられる．

　第二に，男女間の違いはフルタイムとパートタイムの違いも関係していることである．これら

の違いをなくせば，デンマーク，アイルランド，イギリスなどでは男女間の発生頻度の違いはな

くなる．

　第三に，女性は男性に比べて転倒，躓きや暴行といった労災事故が多いことから，女性が就く

職業の特徴にも関係しているとしている．女性の多くの仕事が反復的で単調で，疲れやすく，継

続性のない仕事が多く，教育訓練もなく，裁量性の少ない仕事につきやすい．こうした点が労災

事故率を上げていることを指摘している．

　第四に，女性の労災発生が多いのは農業や狩猟，ホテル・飲食店，健康・社会福祉に従事する

者である．図 ₃で示されるように，EUでは，ホテル・飲食店では，女性の労災発生率は男性に接

近しており，建設業では逆に大きな開きがみられる．一方，女性は公的セクターに就労すること

が多く，その大部分の労働者が雇用者統計から漏れているという問題もある．

　European Agency（₂₀₁₃：₅₈）では，こうした男女の開きが存在するのは安全衛生において，女
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性労働に対する認識が低いことにあることを図 ₄のMessing（₁₉₉₈）の悪循環図を用いて説明する．

女性が行っている仕事を男性に比べて大した労働とはみなさない誤った考えが広がっているため，

実際は一定の集中力や精神力を要請されるにもかかわらず，ほとんど調査も行われない．そのた

め，女性労働の安全衛生は進まないとしている．

　この他に European Agency（₂₀₁₃：₁₀₄）は，労災・職業病と直接には関係していないが興味深

い指摘として，ワーク・ライフ・バランスと就労の関係を述べている．子どものいる家庭ほどワー

ク・ライフ・バランスが必要にもかかわらず，実際は子どもがいることで，ワーク・ライフ・バ

ランスに制約が出ている．多くの EU加盟国で柔軟な労働が可能な女性よりも男性の方が柔軟に

働いている人の割合は高く，EU₂₇か国全体でみると，柔軟な働き方をしているフルタイムの男性

労働者は₂₉％，女性では₂₆％と同じフルタイムでも女性がやや柔軟性に欠ける．

図 2　EU₂₈か国における健康意識のアンケート（₂₀₁₆年）

出所 ）Eurostat（₂₀₁₈： ₂ ）．http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/₃₀₇₈₃.
pdf （₂₈ Jun. ₂₀₁₈）
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₃ 　労働安全衛生法の有効性の検討

1 ）　労働安全衛生法の意義と限界

　日本の労災・職業病統計は₇₀年代以降，図 ₅にある通り，一貫して低下傾向を貫いている．時

図 3　業種別・性別にみた労働者₁₀万人あたりの労災発生数（₁₉₉₅⊖₂₀₀₆年）

図 4　女性の労働安全衛生調査に関する悪循環

　注）男性（右），女性（左）で示し，各業種₁₉₉₅年から₁₂年分（₂₀₀₆年）までを左から右に並べて表記．
出所  ）European Agency（₂₀₁₃：₂₈）から引用．https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/

publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work（₂₉ Jun.  
₂₀₁₈）

出所 ）European Agency（₂₀₁₃：₅₈）から引用．https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/
publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work（₂₉ Jun. 
₂₀₁₈）
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期的には₁₉₇₂年の労働安全衛生法（以下，安衛法）の成立を境に，労災による死亡者数は急速に減

少し，₈₀年代からは傷病者数も激減することになる．この間，使用者の安全配慮義務も判例とし

て確立し，安衛法に基づく労災・職業病防止が一定有効に機能したかのようにもみえる．

　この点について，畠中（₂₀₀₄）は，安衛法が企業による安全衛生管理を促進させたとし，経営者

も当初は反対していた安衛法に対し，「職場をあずかるもののモラル」として安衛法の成立に寄与

した経営側の姿勢を変えたことを評価している．また，安衛法により労災が激減した背景を，労

働基準法から独立したこと，責任主体が「使用者」から「事業者」となったことや，統括安全衛

生管理者制度が整備され，企業の責任が明確になったことを挙げて安衛法が果たした役割を評価

している．果たしてそうか．

　安衛法は「どの政党の反対もしくは保留もうけずに，ごくわずかの修正で，満場一致で国会を

通過」（下山 ₁₉₈₃：₂₄₉）している．しかしながら，「安衛法は，安全衛生における労働者の権利を

侵害することはなはなだしい法律」（下山 ₁₉₈₃：₂₄₈）と述べている．安全衛生委員会が使用者の諮

問機関や管理機構でしかなく，労使対等ではないことを批判している．このような安衛法反対運

動は労働組合では広がらずに，労災・職業病への取り組みが労災被災者中心の運動になっている

ことを問題視していた．

図 5　労働災害による死傷者数・死亡者数

出所 ）労働政策研究・研修機構　http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g₀₈₀₁.
html（₂₉ Jun. ₂₀₁₈）

原典 ）厚生労働省「労働災害発生状況」
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　まもなく安衛法は成立から半世紀を迎えるが，下山（₁₉₈₃）が指摘した構造は現在どうなってい

るのだろうか．企業の安全衛生委員会については，委員の選任の方法の問題もある．それよりも

残業の規制や人員不足やノルマ増による負担といった労働条件問題は労働安全衛生状態を左右さ

せる．にもかかわらず，労働者は企業業績に一時的にでもマイナスを与える労働安全衛生の向上

について，会社組織の一員として会社に是正を求め続けることが困難であることは想像に難くな

い．

　労災・職業病は減少傾向にあり，安衛法は機能しているようにもみえる．ただし，主要因とし

ては産業・就業構造の変化が大きいことをみておく必要がある．それまでの激甚災害の温床であっ

た，炭鉱労働が縮小したこと，経済のサービス化により製造業や建設業のブルーカラーの合理化

による縮小により労働安全衛生が主としてカバーしてきた領域の「見かけ上」の減少が考えられ

る．この点については，労災統計がジェンダー分析できないこととも関係しており，やや詳しく

みていく．

2 ）　労災・職業病の全体像

　労災・職業病の全体像を把握することは困難と言われているが，いまだに状況は変わっていな

い．労災・職業病統計として代表的なものは，「労働者死傷病報告」がある．労災・休業 ₄日以上

の場合は災害発生後速やかに労基署へ報告する義務があり，休業 ₄日未満は ₃か月おきにまとめ

て報告する義務がある．報告義務違反は₅₀万円以下の罰金や労災保険料の変更などが実施される．

この「報告」はあくまでも事業者が行うものであり，事業者が，労災があるにもかかわらず報告

しなかった「労災隠し」による人数は含まれてはいない．

　労働者災害補償保険（以下，労災保険）では，労災・職業病の被災者が申請することになってお

り，労災に関する知識や認識があれば，労災隠しを含む労災・職業病の全体像が明らかになる．こ

の労災保険で補償された者は保険統計上に現れてくるが，それ以外の請求はしたけれども認定さ

れなかった者，そもそも申請しなかった者は不明である．これら認定されなかった者や，未申請

者のなかには，労災・職業病でありながらも知識や認識の不足により保険制度にのらない被災者

も多数いると考えられる．

　少なくとも請求者数をまず知ることが必要である．ところが，労災・職業病と本人あるいは遺

族が認定申請の請求を行った件数については，部分的に，心臓・脳疾患，精神障害，石綿（アスベ

スト）については請求数を毎年報告しているが，その他の労災・職業病についてはわからない．た

とえば明らかになっているものとして，精神障害₁₇₃₂件（₂₀₁₇年度）であるが，当該年度に認定＝

労災支給決定されたのは₅₀₆件（前年度以前の請求分も含む）しかない．荒っぽいが，精神障害の請

求約 ₃分の ₁しか労災として保険統計に出てこない．この ₃分の ₁まで請求件数が絞り込まれる

のは，認定基準や審査会によるところが大きい．



40

　₂₀₀₁年₁₂月に過労死の認定基準について，過労死ラインと呼ばれる明瞭な基準₅）を作ったこと

で，統計上は急速に過労死が増加することとなる．これは，労働環境が激変したのではなく，基

準が変わったことが大きい．この意味で，労災・職業病統計は氷山の一角であり，精神障害にお

ける労災・職業病の認定者の下に ₂倍の労災・職業病認定予備軍が存在し，さらにその周辺には，

労働関係が原因だが労災・職業病についての認識や知識が欠けているため，そもそも請求すらし

ない人のすそ野が広がっている．

3 ）　過労死等の性別分析

　シェンダーとの関係でみると，性別の請求にはどのような傾向があるのか．これがわかる資料

は過労死や過労自殺の労災統計であり，毎年 ₆月から ₇月にかけて厚労省が発表している「過労

死等の労災補償状況」（脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について）は，₂₀₀₁年の過労

死の認定基準改正に伴い， ₁年間の請求件数が公表されるようになった．当初は性別の統計はな

かったが，₂₀₁₅年の発表分である₂₀₁₄年度から内数として女性の被災が公開されている．₂₀₁₆年

発表の₂₀₁₅年度分では過去 ₅年の内数が示されており，₂₀₁₁年度から現在まで性別の分析が可能

になった．

　表 ₂で示されるように過労死等事案は₂₀₀₀年から₂₀₀₁年にかけて，精神障害等事案についても

認定率が大きく上昇している．明らかに，認定基準の改正効果である．あわせて，請求件数も伸

びており労災被災者の請求のハードルも下げており，労災被災者を掘り起こすことにもつながっ

ている．

　現在公表されている労災関係の統計で性別が明らかになっているものは，この過労死等の統計

しか存在していない．EUの状況からみるとかなりかけ離れている．このわずかな性別統計から言

えることは次の通りである．

　 ₁つは，男性が女性を大きく上回ることである．直近の₂₀₁₇年度で脳・心臓疾患の請求件数の

男女比は男性が女性の ₆倍にもなる．ただし，精神障害の請求件数でみると，男性は女性の₁.₅倍

と男女間の開きが小さくなる．認定率でみても，同様の傾向があり，女性は男性より低くなって

いる．女性でなぜ脳・心臓疾患の労災が認定されにくいのだろうか．また，精神障害も開きは小

さいとはいえ，なぜ一貫して男性の認定率が高いのか．

　 ₂つ目は，景気拡大期に過労死等の請求件数が上昇している点である．脳・心臓疾患，精神障

害どちらも女性の請求件数が増加している．この間，女性労働に過重な負担がよりかかっている

₅）　₂₀₀₁年₁₂月₁₂日厚生労働省は，脳血管及び虚血性心疾患等の認定基準に関し，基発第₁₀₆₃号を発し新
しい基準を出した．それまでは発症 ₁週間前に限定していたものから， ₆か月まで遡れるようになった．
ただし，月₈₀時間（過労死ライン）を設定した意義がある一方，これに満たない超勤時間の場合は切り
捨てられる懸念があり，もっと少ない時間での設定が求められる．
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ことを推測することができる．

　労働災害は「労働者の注意・不注意，使用者の注意・不注意という主観的態様をこえた近代的

生産機構そのもののうちに内包されている」（窪田 ₁₉₈₅： ₄ ）ものである．この間のいわゆる「ア

ベノミクス」による経済成長は，女性活躍を推進する反面，女性に大きな負担をかけていること

の証左の ₁つでもある．

　現代日本資本主義の特徴の ₁つである「近代的生産機構」は，多くのワーキング・プアに支え

られた経済システムである．その現代的特徴は生産のみならず，流通・消費のすべての分野に組

織的にワーキング・プアが大量に配置されているところである．高齢社会をうけて，介護の社会

化を進めるために制度化された₂₀₀₀年の介護保険制度以降は，私的領域であったケア労働も他の

労働市場と同じ稼得労働の ₁つとして「近代的生産機構」に組みこまれている側面もある．

　たとえば，現在明らかになっている過労死等の労災の性別統計でみると，₂₀₁₇年統計の医療・

福祉業（社会保険・社会福祉・介護事業）では，脳・心臓疾患（男 ₉／女₂₀）も精神障害（男₄₇／女

₁₂₇）どちらも女性は男性の労災申請の請求件数を大きく上回っている．この他にも，医療・福祉，

特に社会福祉施設での就労は，腰痛，転倒，交通災害といった非災害性の労災に被災するものが

表 2　性別にみた過労死等の労災状況（件数・認定率）

年度
脳心臓疾患 うち女性 精神障害 うち女性

請求件数 認定件数 認定率 請求件数 認定件数 認定率 請求件数 認定件数 認定率 請求件数 認定件数 認定率
₁₉₉₈ ₄₆₆ ₉₀ ₁₉.₃％ ― ― ― ₄₂ ₃ ₇.₁％ ― ― ―
₁₉₉₉ ₄₉₃ ₈₁ ₁₆.₄％ ― ― ― ₁₅₅ ₁₁ ₇.₁％ ― ― ―
₂₀₀₀ ₆₁₇ ₈₅ ₁₃.₈％ ― ― ― ₂₁₃ ₁₉ ₈.₉％ ― ― ―
₂₀₀₁ ₆₉₀ ₁₄₃ ₂₀.₇％ ― ― ― ₂₆₅ ₃₁ ₁₁.₇％ ― ― ―
₂₀₀₂ ₈₁₉ ₃₁₇ ₃₈.₇％ ― ― ― ₃₄₁ ₄₃ ₁₂.₆％ ― ― ―
₂₀₀₃ ₇₄₂ ₃₁₄ ₄₂.₃％ ― ― ― ₄₄₇ ₁₀₈ ₂₄.₂％ ― ― ―
₂₀₀₄ ₈₁₆ ₂₉₄ ₃₆.₀％ ― ― ― ₅₂₄ ₁₃₀ ₂₄.₈％ ― ― ―
₂₀₀₅ ₈₆₉ ₃₃₀ ₃₈.₀％ ― ― ― ₆₅₆ ₁₂₇ ₁₉.₄％ ― ― ―
₂₀₀₆ ₉₃₈ ₃₅₅ ₃₇.₈％ ― ― ― ₈₁₉ ₂₀₅ ₂₅.₀％ ― ― ―
₂₀₀₇ ₉₃₁ ₃₉₂ ₄₂.₁％ ― ― ― ₉₅₂ ₂₆₈ ₂₈.₂％ ― ― ―
₂₀₀₈ ₈₈₉ ₃₇₇ ₄₂.₄％ ― ― ― ₉₂₇ ₂₆₉ ₂₉.₀％ ― ― ―
₂₀₀₉ ₇₆₇ ₂₉₃ ₃₈.₂％ ― ― ― ₁₁₃₆ ₂₃₄ ₂₀.₆％ ― ― ―
₂₀₁₀ ₈₀₂ ₂₈₅ ₃₅.₅％ ― ― ― ₁₁₈₁ ₃₀₈ ₂₆.₁％ ― ― ―
₂₀₁₁ ₈₉₈ ₃₁₀ ₃₄.₅％ ― ― ― ₁₂₇₂ ₃₂₅ ₂₅.₆％ ― ― ―
₂₀₁₂ ₈₄₂ ₃₃₈ ₄₀.₁％ ― ― ― ₁₂₅₇ ₄₇₅ ₃₇.₈％ ― ― ―
₂₀₁₃ ₇₈₄ ₃₀₆ ₃₉.₀％ ₈₁ ₈ ₉.₉％ ₁₄₀₉ ₄₃₆ ₃₀.₉％ ₅₃₂ ₁₄₇ ₂₇.₆％
₂₀₁₄ ₇₆₃ ₂₇₇ ₃₆.₃％ ₉₂ ₁₅ ₁₆.₃％ ₁₄₅₆ ₄₉₇ ₃₄.₁％ ₅₅₁ ₁₅₀ ₂₇.₂％
₂₀₁₅ ₇₉₅ ₂₅₁ ₃₁.₆％ ₈₃ ₁₁ ₁₃.₃％ ₁₅₁₅ ₄₇₂ ₃₁.₂％ ₅₇₄ ₁₄₆ ₂₅.₄％
₂₀₁₆ ₈₂₅ ₂₆₀ ₃₁.₅％ ₉₁ ₁₂ ₁₃.₂％ ₁₅₆₆ ₄₉₈ ₃₁.₈％ ₆₂₇ ₁₆₈ ₂₆.₈％
₂₀₁₇ ₈₄₀ ₂₅₃ ₃₀.₁％ ₁₂₀ ₁₇ ₁₄.₂％ ₁₇₃₂ ₅₀₆ ₂₉.₂％ ₆₈₉ ₁₆₀ ₂₃.₂％

出所）厚生労働省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」
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多い．こうした医療・福祉はケア労働へのニーズがますます高まるなかで，女性労働者への負担

は大きくなっている．

　こうしたケア労働の一部，特に介護関係は純粋な市場原理とは異なり，社会保険財政を通じた

労働であり，雇用の安定性があるとも言える．一方で，労災内容をみると，過重な精神的肉体的

負担が強いられており，労使関係・労務管理の問題の解決が必要であり，社会福祉施設の経営上

の問題と社会保険制度を通じた所得再分配および雇用創出の課題が労災を通じて現れていると考

えられる．

　社会福祉施設を含む医療・福祉は流動性の高い職場であり，離職者の多くは労務管理の過酷さ

に耐えられなくなっていることがある一方，経営側は十分な報酬が出せないことを理由にコスト

カットのための長時間勤務や夜間の ₁人勤務を実施している．さらに，少ない人数で運営するた

めに過重な負担が労働者に強いられ，うまく仕事を回せないとパワハラを受ける構造も起きてい

る．多くの被災者が女性であることから，そこには男性管理者によるセクハラ的な要素も加味さ

れている可能性もある．労災をジェンダー的に分析する有用性は高い．

₄　労災統計の性別分析による労働条件改善

1 ）　日本の労災・職業病の性別分析

　顕在化している労災・職業病については，事業者の届け出，労働者の労災申請，それぞれ労災

の内容以外にも被災者や企業概要を記載する必要がある．これらを集計することで，労災・職業

病の増減傾向による評価にとどまらない，労働者の命や生活を犠牲にしない働き方を進歩させる

ことができる貴重なデータに変えることができる．

　「労働者死傷病報告」について，厚労省に問い合わせ，研究資料として₁₉₉₉年から₂₀₁₆年のデー

タの提供を受けた．同報告については，労災事故がいつ，どこで，どのように，どの程度の休業

が必要かについて，記載し，労基署へ提出することになっている．この他に所属企業と労働者の

属性も記載するが，このうち公開されているのは，所属企業の業種と死傷病の件数についてであ

る．どのような労働者が被災しているのか．記載するのは氏名，年齢，性，経験年数である．本

稿ではジェンダー視点からみた労災・職業病を分析する有用性について論じることを目的として

おり，入手できた₁₉₉₉年から₂₀₁₆年までの性別の労災を集計したものを表 ₃として示す．

　これを EUで示されるように，女性を ₁とした時の男女比を計算してみると死亡者については，

東日本大震災の₂₀₁₁年の時の数値を除き，₁₇.₄～₂₆.₄と一貫して男女間には大きな開きがある．傾

向的には男女ともに低下傾向にあるが，女性の方が低下のテンポが速く，男女比は上昇傾向にあ

る．

　一方，傷病者については，死亡の傾向とは異なる．男性では漸減傾向にあるが，女性は漸増傾
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向にある．その結果，死亡と傷病者を合わせた死傷病の男女比は漸減傾向となり，₁₉₉₉年の₃.₄が

₂₀₁₆年には₁.₉まで接近している．

　ここで，₁₉₉₉年から₂₀₁₆年までの雇用者数の伸びを考慮にいれてみよう．性別ごとの死傷病者

を雇用者数で除した労働者災害の ₁万人当たりの発生率をみると，男性は₁₉₉₉年の₂₉.₆人から徐々

に低下し，₂₂.₆人まで減少しているが，女性は₁₂.₇人から徐々に₁₅.₄人まで上昇している．労災・

職業病の発生率について，男女比でみていくと₂.₃₃から₁.₄₇へと徐々に ₁，すなわち性別格差が解

消する方向には進んでいる．これは，男性の労働者数の減少テンポよりも，労災死傷病者数の減

少テンポが速く，一方，女性は労働者数の増加テンポよりも，労災死傷病者数の増加テンポが速

くなった結果である．

　この背景には労災死傷病が多く，男性の就労が多い建設・製造業での就労が減少する一方，女

性労働の流入が多い医療・福祉や飲食・サービス業などの増加により，男女間の格差は縮小傾向

にあることが推測できる．

　直近の厚労省「労働者死傷病報告」（₂₀₁₇年版）によれば， ₄日以上の労災死傷病が過去 ₅年に

上昇した業種として，社会福祉施設（対₂₀₁₂年比₃₄.₈％増），飲食店（同₇.₈％増），小売業（同₆.₀％

表 3　労災死傷病者の男女比

年 死亡・
男

傷病者・
男

死亡・
女

傷病者・
女

死亡者数
の男女比

死傷病者
数の男女
比

男性就業
者数（万
人・労働
力調査）

男性就業
者 ₁万人
当たりの
労災発生
件数（労
災発生率）

女性就業
者数（万
人・労働
力調査）

女性就業
者 ₁万人
当たりの
労災発生
件数（労
災発生率）

労災発生
率の男女
比

₁₉₉₉ ₁,₉₀₅ ₁₁₁,₄₆₈ ₁₀₈ ₃₃,₂₇₃ ₁₇.₆ ₃.₄ ₃,₈₃₁ ₂₉.₆ ₂,₆₃₂ ₁₂.₇ ₂.₃₃
₂₀₀₀ ₁,₇₉₆ ₁₁₀,₆₀₁ ₁₀₃ ₃₃,₅₆₆ ₁₇.₄ ₃.₃ ₃,₈₁₇ ₂₉.₅ ₂,₆₂₉ ₁₂.₈ ₂.₃₀
₂₀₀₁ ₁,₇₀₂ ₁₀₈,₇₉₈ ₉₄ ₃₄,₉₃₂ ₁₈.₁ ₃.₂ ₃,₇₈₃ ₂₉.₂ ₂,₆₂₉ ₁₃.₃ ₂.₁₉
₂₀₀₂ ₁,₅₉₈ ₁₀₁,₇₉₄ ₇₅ ₃₄,₃₁₁ ₂₁.₃ ₃.₀ ₃,₇₃₆ ₂₇.₇ ₂,₅₉₄ ₁₃.₃ ₂.₀₉
₂₀₀₃ ₁,₅₇₆ ₁₀₃,₁₄₇ ₇₂ ₃₅,₆₈₄ ₂₁.₉ ₂.₉ ₃,₇₁₉ ₂₈.₂ ₂,₅₉₇ ₁₃.₈ ₂.₀₅
₂₀₀₄ ₁,₅₈₃ ₁₀₂,₈₉₄ ₇₇ ₃₆,₃₉₁ ₂₀.₆ ₂.₉ ₃,₇₁₃ ₂₈.₁ ₂,₆₁₆ ₁₃.₉ ₂.₀₂
₂₀₀₅ ₁,₅₀₅ ₁₀₂,₃₇₃ ₆₃ ₃₇,₇₁₉ ₂₃.₉ ₂.₇ ₃,₇₂₃ ₂₇.₉ ₂,₆₃₃ ₁₄.₃ ₁.₉₄
₂₀₀₆ ₁,₄₆₉ ₁₀₃,₃₇₂ ₆₁ ₃₉,₄₃₄ ₂₄.₁ ₂.₇ ₃,₇₃₅ ₂₈.₁ ₂,₆₅₄ ₁₄.₉ ₁.₈₉
₂₀₀₇ ₁,₃₆₇ ₁₀₁,₂₆₇ ₆₈ ₄₀,₃₆₃ ₂₀.₁ ₂.₅ ₃,₇₆₃ ₂₇.₃ ₂,₆₆₅ ₁₅.₂ ₁.₈₀
₂₀₀₈ ₁,₃₀₆ ₉₇,₆₀₈ ₆₄ ₄₀,₉₆₄ ₂₀.₄ ₂.₄ ₃,₇₄₅ ₂₆.₄ ₂,₆₆₄ ₁₅.₄ ₁.₇₁
₂₀₀₉ ₁,₀₇₅ ₈₃,₅₄₄ ₅₈ ₃₇,₁₀₆ ₁₈.₅ ₂.₃ ₃,₆₆₆ ₂₃.₁ ₂,₆₄₉ ₁₄.₀ ₁.₆₅
₂₀₁₀ ₁,₁₈₄ ₈₅,₂₅₆ ₇₆ ₃₇,₈₄₇ ₁₅.₆ ₂.₃ ₃,₆₄₃ ₂₃.₇ ₂,₆₅₆ ₁₄.₃ ₁.₆₆
₂₀₁₁ ₁,₈₈₆ ₈₇,₄₁₉ ₅₄₂ ₃₉,₀₅₅ ₃.₅ ₂.₃ ₃,₆₃₉ ₂₄.₅ ₂,₆₅₄ ₁₄.₉ ₁.₆₄
₂₀₁₂ ₁,₀₉₂ ₈₆,₈₈₆ ₅₂ ₃₉,₅₀₈ ₂₁.₀ ₂.₂ ₃,₆₂₂ ₂₄.₃ ₂,₆₅₈ ₁₄.₉ ₁.₆₃
₂₀₁₃ ₁,₀₄₄ ₈₅,₅₇₄ ₄₁ ₃₉,₄₅₃ ₂₅.₅ ₂.₂ ₃,₆₂₀ ₂₃.₉ ₂,₇₀₇ ₁₄.₆ ₁.₆₄
₂₀₁₄ ₁,₀₅₇ ₈₆,₄₃₁ ₄₀ ₄₀,₆₃₅ ₂₆.₄ ₂.₂ ₃,₆₃₅ ₂₄.₁ ₂,₇₃₇ ₁₄.₉ ₁.₆₂
₂₀₁₅ ₉₇₄ ₈₂,₇₃₇ ₄₅ ₄₁,₀₀₈ ₂₁.₆ ₂.₀ ₃,₆₃₉ ₂₃.₀ ₂,₇₆₄ ₁₄.₉ ₁.₅₅
₂₀₁₆ ₉₁₉ ₈₁,₇₈₁ ₃₈ ₄₃,₂₄₅ ₂₄.₂ ₁.₉ ₃,₆₅₅ ₂₂.₆ ₂,₈₁₀ ₁₅.₄ ₁.₄₇

　注）₂₀₁₁年データは東日本大震災の影響を受けた特異値である．
出所）厚生労働省「労働者死傷病報告」，総務省「労働力調査」
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増）となっている．一方，製造業（同₆.₅％減），建設業（同₁₁.₈％減）と労災死傷病の減少が顕著で

あり対照的である．もちろん，第三次産業で働く男性労働者も多数いるが，女性の労働市場参加

とともに，労災が顕在化しており，性別の労災統計が明らかにならないなかでは，業種の問題と

いう捉え方にとどまり，女性の労災という観点が抜けてしまう．同じ業種でも性の違いによって

発生率が変化する可能性はあるが，現在の公表された統計ではそれが不明である．EUのように，

これまでの統計も含めて性別統計を公表すべきである．

2 ）　女性の多い業種における性別分析

　本稿では，厚労科研の関係により提供を受けた厚生労働省「労働者死傷病報告」の集計データ

の一部を使って，性別・業種別の労災統計分析を試みて，同業種にもかかわらず性別の違いが発

生する理由について考察を行う．

　先の表 ₃より，全業種でみると労災死亡者の男女比はかなり大きな相違に対して，死傷者数で

は₂₀₁₄年では₂.₂であり同年の EU統計の水準とほぼ同じである．もちろん，件数のみの比較であ

り，質的な重篤性などは加味されない．しかしながら，₂₀₀₂年までは ₃倍を超えていたものから

男女の労働者数に比例した数値に近づいていることは，あくまで形式的ではあるが労災発生の観

点から，男女平等状態へ大きく前進したと言える．

　こうした状態に影響を与えていると考えられるのは，女性の労災の発生が多くなっている業種

の動向である．表 ₄はこの間の傾向をみるために₂₀₀₀年から ₅年おきの女性の労災死傷者数を表

したものである．業種は女性の労災死傷者が増加している小売業，飲食店，社会福祉施設を含む

それぞれの業種が属する大区分ごとに集計している．

　これら労災の増加傾向にある大区分 ₃業種に女性の労災死傷者の半数が含まれている．また，

これら ₃業種の増減をみると，小売業を含む商業，社会福祉施設を含む保健衛生の ₂業種の増加

が多く，特に保健衛生については，₁₅年間で ₃倍に増えている．この ₂業種の増加によって，ほ

ぼ女性の死傷病の推移を説明できる．

　次に増減ではなく，各業種の男女比の推移をみてみよう．表 ₅から異なる傾向が明らかになる．

表 4　女性の業種別にみた労災死傷者数

年 死傷者数 商業死傷者数 保健衛生業死傷者数 接客娯楽業死傷者数
₂₀₀₀ ₃₃,₆₆₉ ₆,₅₇₅ ₃,₄₈₁ ₄,₈₈₅
₂₀₀₅ ₃₇,₇₈₂ ₈,₃₆₁ ₅,₇₆₃ ₄,₈₉₄
₂₀₁₀ ₃₇,₉₂₃ ₈,₃₉₇ ₇,₅₆₀ ₄,₉₂₉
₂₀₁₅ ₄₁,₀₅₃ ₉,₂₀₂ ₉,₁₉₁ ₅,₂₄₅

　注） 商業：卸売業・小売業・理美容業・その他の商業，保健衛生業：医療保健業・社会福祉施設・その他の保健衛
生業，接客娯楽業：旅館業・飲食店・その他の接客娯楽業．

出所）厚生労働省「労働者死傷病報告」



労働災害・職業病・安全衛生とジェンダー（石井） 45

増減とは異なり，全業種の男女比は大きく低下し．男女が均衡する形になっている．しかし，女

性の労災死傷者数が増加している ₃業種について，どの業種もこの間，男女比に大きな変化はみ

られない．これら ₃業種ではこの間，労働者が増加しても，労災の男女比には影響を与えていな

い．これら ₃業種はこの間，女性の労働者が多数入ってきた業種でもある．しかし，それにあわ

せて男性に対する女性の労災発生件数が増加し，男女比が低下することが考えられたが，そうは

なってはいない．

表 5　業種別にみた労災発生件数の男女比

年 全業種 商業（小売業含む） 保健衛生業（社会福祉施設含む） 接客娯楽業（飲食店含む）
₂₀₀₀ ₃.₃ ₀.₇ ₀.₂ ₀.₆
₂₀₀₅ ₂.₇ ₀.₉ ₀.₂ ₀.₇
₂₀₁₀ ₂.₃ ₁.₀ ₀.₂ ₀.₇
₂₀₁₅ ₂.₀ ₀.₉ ₀.₂ ₀.₇

　注）業種区分は表 ₄に同じ
出所）厚生労働省「労働者死傷病報告」

　これはどういうことを意味するのか． ₁つの仮説は，女性が多数就労しているにもかかわらず，

労災発生率が男性よりも低下していることから，これら女性の多い業種では女性において「隠れ

た労災」が増加していることが懸念される．そこで，「労働力調査」において，これら ₃業種の性

別の労働者数の増減をみてみよう．

　まず，商業については「労働力調査」の区分，「卸売・小売業」でみると，₂₀₀₅～₁₅年の₁₀年で

男性は雇用者数で₁₀万人減（₄₇₈万人→₄₇₇万人），女性は ₂万人減（₄₉₇万人→₄₉₅万人）で，ともに

減少し，やや男性の減少幅が大きい．

　次に，社会福祉施設を含む「医療・福祉」でみると，男性₆₆万人増（₁₀₇万人→₁₇₃万人），女性は

₁₇₀万人増（₄₀₈万人→₅₇₈万人）と女性は男性の約 ₃倍弱も増加している．にもかかわらず，表 ₅

における労災発生率の男女比は小さくなっていない．

　最後に，接客娯楽業に該当する「宿泊業，飲食サービス業」については，男性が₁₂万人増（₁₀₆

万人→₁₁₈万人），女性が₅₂万人増（₁₅₄万人→₂₀₆万人）とこちらも女性雇用者の増加テンポは高

まっている．しかし，「医療・福祉」同様，接客娯楽業の労災発生の男女比は小さくなっておらず，

変化していない．

　以上のように，女性就業者が男性就業者を上回るテンポで増加しても，それにあわせて男女比

には影響を与えていない．特に社会福祉施設を含む「医療・福祉」においては，女性の増加は著

しい．男女比は₀.₂と女性の労災が多い職場ではあるものの，小数点第二位までみた場合は，₂₀₀₅

年は₀.₁₈である一方，₂₀₁₅年は₀.₂₂と男性の発生件数が増加している．なぜこうしたことが起きる
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のか検討の余地がある．

₅　労災研究の遅れによる意図せざる「労災隠し」を防ぐために

1 ）　労災・職業病の減少と「多様な」働き方

　性別からみた労災・職業病統計は全体として低下傾向がみられるなかで，女性は増加し，男性

が減少している．女性の労災・職業病の広がりは女性労働市場の参加と連動していると考えられ

る．表 ₃でも確認しているように₂₁世紀に入り，労災男女比の減少で，見かけ上は労災・職業病

について片方の性が被災しやすいようなジェンダーバイアスがなくなってきているようにもみえ

る．しかし，これまで述べてきたように，この点についてはまだ留保しておかなければならな

い．

　男女共同参画，女性の社会参加，女性活用などと言われて久しいが，労災・職業病・安全衛生

においてジェンダー観点から分析するための統計資料もなく，その結果，研究調査もほとんど進

んでいない．少子高齢化による労働力不足社会のなかで，女性の労働市場への流入圧力はますま

す加速化していくと考えられる．その際，女性に労働安全衛生上の危険がいかに存在しているか

を把握し，企業の責任のみにゆだねるだけではなく，健康や労働安全衛生を阻害する構造を明ら

かにし，労働環境の改善を進めることは現在取り残された「女性活躍」の課題である．現状では

活躍しようにも安心して活躍できない．

　女性が多く就労している雇用形態は契約社員，パート労働，派遣労働といった非正規雇用であ

る．「多様な」働き方と言われ労働者ニーズにもあっていると言われる一方，待遇面では問題をか

かえており，政府も同一労働同一賃金にやや本腰になっている．しかし，健康・安全衛生面の向

上や平等が問題として取り上げられることはほとんどなく，女性の就労環境の改善が進んでいる

とは言い難い．女性の労働組合加入率も低く，労使関係上も弱い立場であるため，労働者として

の権利を行使して労働条件の維持・改善を主体的に行う動機付けにも乏しい．

　急速に進む非正規化のなかで労災・職業病関係のデータは先にみたように男女比は確かに低下

してジェンダーフリーになっているようにみえるが，これら非正規労働者の労働安全衛生の実態，

ひいては労災・職業病の観点から女性を多く含む非正規労働者の救済ができているかは全く不明

である．それは労災・職業病統計に雇用形態の区分がないことにも起因していることを本稿では

問題にしてきた．

　労災発生時に企業が労基署に届け出る報告書に記載する労働者属性は性・年齢・経験年数くら

いであり，生活状態の代理指標にもなる賃金や雇用形態については届け出る必要はない，当然集

計して分析することもできない．よって雇用形態の変化と労働安全衛生の関係は推測の域をでな

いままである．
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　石井（₂₀₁₇）では雇用形態の多様化＝非正規化と労災死傷者数が逆相関していること，非正規労

働者は労災・職業病の救済メカニズムにアクセスできない事情があることを指摘した．雇用形態

の多様化のなかで，労災・職業病は隠されているのではないかと問題提起した．この点はまだ証

明できないままである．

　今回の性別分析で女性の労災・職業病が増加し，労災・職業病において男女比が接近し，形式

的にはジェンダーフリーになっていることが明らかになった．ところが，このように女性の労災・

職業病の被災者は女性の労働市場の流入で認知されるようになっていく傾向がみえるなかで，女

性の労働市場流入のテンポは男性のそれよりも早いにもかかわらず，労災・職業病はそれほど増

加していない．雇用形態の多様化が進むなかで，労災・職業病には減少傾向に向かっていること

から，女性労働者を中心に隠れた労災・職業病が広がっている可能性がみえてくる．

　「労災隠し」は，通常，事業者による行為であり，社会的信用を免れながら，低コスト体制を維

持するために事故にあった労働者に事故の責任を押し付ける行為である．これは意図的に行われ

ている．一方で，労災研究の遅れにより発生する「労災隠し」はないだろうか．

　本田（₂₀₁₀）は非正規雇用の最大多数を占める主婦パートを「『アリ地獄』型雇用」と呼んだ．

家事・育児労働との両立のために選択肢が限られ，「不満に耐え忍んで働く主婦パートの方が圧倒

的に多い」（₂₃頁）．企業にとっては低賃金労働力である一方，女性労働者にとっても生活維持には

なくてはならない労働である．そのため，パート労働者は少々のことは我慢する．

　本田（₂₀₁₀）は主婦パートたちが，たとえ正社員と同じ仕事をしても正社員より低い賃金で働い

ていても当たり前と思い，さらに正社員もそう思っていることを示している．また，こうした主

婦パートの生活について地元婦人専門店で働く主婦パートを紹介している（本田 ₂₀₁₀：₁₀₂⊖₁₀₄）．

朝 ₅時には起きて洗濯，子どもや自分たちの食事，保育所の送迎，自分と夫の身支度，電車通勤，

帰宅後の夕食・後片付け，保育所の準備，ここで「ものすごい疲れが襲ってくる」，子どもを寝か

しつけ，帰宅する夫の食事，就寝は₁₂時である．家事と仕事の二重負担からくる過度な疲労，こ

うした疲労は業務起因性とはいえないが，主婦パートという就労形態を活用している企業や社会

は責任を免れることはなく，本人の自助努力に委ねるなかで心身は確実に蝕まれていく．

　主婦パートについては，本田（₂₀₁₀）の分析からわかるように立場の悪さを変えていくよりは問

題を自分で抱え込む傾向にある．その結果，労働の価値も低く評価している．自分は二流の労働

者という自覚から，仕事中や通勤中に睡魔に襲われて事故にあっても，自らの不注意として，意

図せざる「労災隠し」になっていないだろうか．現在，経験年数以外，雇用条件による労災統計

の分析ができないため，この「自発的に」隠される労災の有無を明らかにはできない，今後検討

を進めたい．
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2 ）　労働者保護が機能不全化した社会における対策

　ところで，非正規雇用は，現在企業活動を行う上で不可欠の雇用形態である．さらに雇用政策

も，この方向を後押している．その意味では社会的要請に基づく就労形態であると言える．とこ

ろが，こうした労働者は自らの生存権を脅かされながら生活を行わなければならない．また，家

族に福祉サービスの供給を依存している日本の社会保障体制のなかで，家族の構成員が病気・怪

我などによって社会参加が困難になると家族は機能不全に陥り，経済力の弱い非正規労働者に

よって成り立つ家族は急速に窮乏化する．こうした不安定な状態を救うことは労災との関係性は

薄いと考えられる．しかし，こうした困窮状態は「労働者の注意・不注意，使用者の注意・不注

意という主観的態様をこえた近代的生産機構そのもののうちに内包されている」（再掲：窪田 ₁₉₈₅：

₄ ）ものから生み出されていることに注視すべきである．

　女性のパート労働の選択が主体的選択の要素はあるとしても，自らを価値の低い労働者として

おき，家族における無償労働を引き受け，疲労困憊で生活維持をする労働者を，職場の安全衛生

のみに限定した取り組みで健康が維持できることは困難であり，パート労働を強制している社会

構造の変革が必要になる．そのためには，まずは，パート労働や非正規の労災・職業病について，

職場のみの労働安全衛生に限定せずに，労働を通じた生活維持が困難である労働者層の安全衛生

を生活保障＝生存権の観点からも議論する必要がある．

　たとえば，女性が多数就労している派遣労働者もしかりである．正社員の拘束的な働き方を回

避するために選んだ雇用形態が心身に悪影響を与えていくことになる．一度正社員を捨てると，

正社員に戻ることはできず，そのまま労働市場をさまよわなければならない₆）．

　この他にも学生のアルバイトにも女子学生が多数就労している．学生アルバイトにおける労災

も，アルバイトをしないと大学に通えない構造がまずあり，そこに労働安全衛生の知識や認識不

足が重なる，その結果，学生がアルバイトで抱えるストレスや過労による健康障害＝労災問題が

社会問題として表面化しにくくなっている（大見・村中・平野他 ₂₀₁₇）．

　現在，「雇用関係によらない働き方（フリーランス，アライアンス等）」（経済産業省研究会）が注

目されているが，その働き方を選択する労働者の論理が，現状の労働環境を変えるために主体的

な選択ではなく，そういう働き方をせざるをえないなかで，生活苦・疲労・精神不安といったも

のにつながっていく可能性は十分に検討されていない．これらは労災・職業病として現在は括り

だされないが，労災・職業病統計が雇用形態も加味した調査統計になれば，氷山の一角である非

正規雇用やフリーランスの労災・職業病の特徴が明らかになっていく．現在の日本の労働社会は

経済競争の論理が優先され，労働者保護が機能不全化された社会でもある．労働調査はこうした

₆）　日本労働社会学会第₂₉回大会（富山大学・₂₀₁₇年₁₀月₁₅日）大槻奈巳「事務職派遣労働者の働き方と
自律性」における派遣労働者のインタビュー記録参照．
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実態を掬い取り，社会を改革していくために存在するが，分析をするデータに乏しいことを本稿

では述べてきた．

　鷲谷（₁₉₈₉）はかつて，現在では大きな社会問題として取り上げているメンタルストレスや過労

死の問題について，「新しいタイプの労災・職業病，労働に伴う健康障害の問題を先取りして考え

ていかなければならない」（₂₇頁）と述べ，「労働者自身の運動に目を向けていく必要」（₃₄頁）と

も述べている．現在，労災・職業病の問題は被災者を中心とした問題の解決にとどまっており，広

範なものにはなっていない．過労死等防止対策推進法をはじめ労災認定も含めて改善しているが，

それを上回る経済優先の論理が対抗軸に絶えず存在している．

　₂₀₁₈年の第₁₉₆回国会で成立した「高度プロフェッショナル制度」は，労働者の命綱である労働

時間規制を外して活動させることを許可するものである．経済活動を優先する新たな動きが次々

に出てくると考えられるが，こうした「新しいタイプの労災・職業病」に対応するために，労災・

職業病の統計データの収集は，労災・職業病の特徴をいち早く認識できるように，見直しが必要

である．
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